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西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関

する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年１月６日 

 

西知多医療厚生組合管理者 宮 島 壽 男      

 

西知多医療厚生組合規則第２号 

 

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の

支給等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関

する規則（令和２年東海市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 第１４条第２号中「１００分の２０５」を「１００分の２１５」に改める。 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

在職期間 

 

職名 

３年以下の期

間 

３年を超え６

年以下の期間 

６年を超える

期間 

(1) 一般事務 円 

１，２４０ 

   円 

１，２７０ 

   円 

１，３１０ 

(2) 医師事務作業補助者

(研修期間) 

１，３００   

(3) 医師事務作業補助者 １，３６０ １，４３０ １，５２０ 

(4) 軽作業 １，４９０ １，５４０ １，５７０ 

(5) 普通作業 １，６２０ １，６３０ １，６４０ 

(6) 臨地実習指導員 １，７４０ １，７５０ １，７７０ 

(7) 薬剤師 １，７００ １，７２０ １，７７０ 

(8) その他医療技術員 １，５１０ １，５４０ １，５８０ 

(9) 助産師 １，７１０ １，７７０ １，８５０ 

(10) 看護師 １，６６０ １，７１０ １，８００ 

(11) 准看護師 １，５１０ １，５５０ １，６２０ 

(12) 看護補助員（外来） １，２９０ １，３１０ １，３４０ 

(13) 看護補助員（病棟） １，３８０ １，４００ １，４４０ 

(14) 看護補助員（病棟早 １，４１０ １，４３０ １，４７０ 
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夜） 

(15) 臨床心理士 １，８２０ １，８２０ １，８２０ 

(16) 認定遺伝カウンセラ

ー 

１，５８０ １，５８０ １，５８０ 

(17) その他の短時間勤務

会計年度任用職員 

２，０００円以内において管理者が定める額 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の

支給等に関する規則（以下「改正後の規則」という。）別表の規定は令和６年４月１

日から、改正後の規則第１４条第２号の規定は同年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の西知多医療厚生組合短時間勤

務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則の規定に基づいて支

給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。 

 （委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

 


